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施策の方向性１  ジェ ンダー平等に関する 教育・ 啓発の充実 
 

◆現状と 課題 

令和６ 年度に実施し た市民アン ケート の結果によ る と 「 男性は仕事、 女性は家事」 と い

っ た性別で役割を 分ける 考え方に反対する 市民の割合は 76.1% と なっており 、 性別で家庭

内の役割を 分けない方向に意識が変化し ている こ と が読み取れま す。  

一方で家庭における 家事分担状況について、 主と し て女性の割合が減り 、 男女同じ 程度

の割合が増加し ている も のの、 ま だま だ家庭内での格差がある と 言え、 意識と し ては性別

で役割を 分ける 考え方に反対し ている も のの、 実際の行動の変化には至っ てない実態が読

み取れま す。  

ま た、教育分野において、幼少期を 含む教育現場でジェ ンダー平等意識の定着を 推進し 、

多様なキャ リ ア教育を行う こ と で STEM 分野※等、 性別にかかわら ず個性にあっ た職業選

択を 促し 、 子ど も 一人ひと り が性別に縛ら れる こ と なく 能力や才能を 発揮でき る 教育を 促

進し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

※STEM 分野 

 科学・ 技術・ 工学・ 数学（ science, technology, engineering and m athem atics） を総称する 分野のこ と 。  
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図４  男女の役割を 固定的に考える こ と について（ 経年変化） 
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図５  家庭における 家事分担状況（ 経年変化）  

出典： 令和６ 年度沼津市男女共同参画に関する 市民アンケート 結果報告書 

 

出典： 令和６ 年度沼津市男女共同参画に関する 市民アンケート 結果報告書 
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■具体的施策 

（ １ ） ジェ ン ダー平等に関する 情報収集・ 情報発信 

あら ゆる 分野でのジェ ン ダー平等に関する 意識の醸成や、 環境づく り のための情報収

集・ 広報活動の充実を図り ま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

1 

男女共同参画推進の調

査やデータ 収集。 SNS

や市ホームページなど

を 利用し た情報発信 

現状把握や課題解決策の検討のため国際社会の動

向や基礎データ を 収集する 。 ま た、 市 HP や SNS

等で情報発信を 行う と と も に、 市広報物等におい

てジェ ン ダー平等の観点から 指導を 行う 。  

地域自治課 

2 
図書館から のジ ェ ン ダ

ー平等の情報発信 

男女共同参画や DV 防止等に関する 図書の紹介コ

ーナーを 設置し 、 市民への情報提供及び啓発を 図

る 。  

市立図書館 

3 
博物館等から のジェ ン

ダー平等の情報発信 

文化振興課所管施設の博物館等において、 年齢や

性別にと ら われず誰も が楽し みながら 学べる 展示

に取り 組んでいく 。  

文化政策課 

 

 

（ ２ ） 固定的な性別役割分担意識を 解消する ための広報・ 啓発 

固定的な性別役割分担意識やア ン コ ン シャ ス ・ バイ アス の解消など ジェ ン ダー平等の

観点から 広報・ 啓発を行いま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

4 

（ 1）  

（ 再掲）  

男女共同参画推進の調

査やデータ 収集。 SNS

や市ホ ーム ページなど

を 利用し た情報発信 

現状把握や課題解決策の検討のため国際社会の動

向や基礎データ を収集する 。 ま た、 市 HP や SNS

等で情報発信を 行う と と も に、 市広報物等におい

てジェ ン ダー平等の観点から に指導を 行う 。  

地域自治課 
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（ ３ ） 教育・ 保育の場でのジェ ン ダー平等意識の醸成 

教育・ 保育の現場において、 子ど も たちが性別にかかわり なく 互いの人権を 尊重する

意識を はぐ く むための教育や学習を 実施し ま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

5 人権教育（ 教職員）  

各種研修会で教職員のキャ リ アに応じ 、「 一人ひと

り を 大切にし た子供主体の授業づく り 、 学級づく

り 」「 ジェ ンダー平等の観点から その人の個性を 尊

重する 教職員の育成」 等の講義やグループワ ーク

を 行う 。  

教職員研修 

センタ ー 

6 

ジェ ン ダ ー平等に関す

る 研修の実施（ 教職員

等）  

男女共同参画・ ジェ ンダー平等に関する 研修や講

座の情報を 提供し 、 校内研修会の開催や授業実践

を 促す。  

学校の授業において、男女共同参画・ ジェ ン ダー平

等に係る 内容を 扱う と と も に、 保護者へ実践を 伝

える こ と で、 家庭への啓発を図る 。  

学校教育課 

7 

ジェ ン ダ ー平等に係る

学習の実施（ 児童・ 生

徒）  

学校教育において、保育・ 介護・ 職業等の体験学習

を 行う 。  
学校教育課 

8 
多様な選択ができ る 進

路・ 就職指導 

性別にかかわら ず個性にあ っ た、 多様なキャ リ ア

を 選択でき る 進路指導を 行う 。  
学校教育課 

9 職業講話の実施 

小・ 中学校において、男女共同参画の視点を 取り 入

れた「 職業講話」 を 行う 。 ま た、 男女共同参画に関

する 学びを 、 教育・ 家庭など 分野横断的に取り 組

む。  

地域自治課 
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施策の方向性２  多様性を尊重し 共生でき る 環境の整備 
 

◆現状と 課題 

誰も が安心し て暮ら せる 地域を 実現する ためには、 性的マイ ノ リ ティ の方や外国人等を

含む、 多様性を前提と し た相互理解・ 尊重が必要です。  

LGBTQ※（ 性的マイ ノ リ ティ ） についての認知度は、 77.5％と なっ ており 、 言葉は浸透し

てき ていま すが、 社会の理解不足、 差別や偏見、 そし て就労や医療における 困難など 様々

な課題があり ま す。  

ま た、 市内には多く の外国人が生活し ており 、 年々増加し ていま す。 外国人と の交流を

通じ 国際理解・ 異文化交流を 深める と と も に、 本市で生活する 外国人が性別にかかわら ず

地域社会の一員と し て活躍し 、 安心し て暮ら せる よ う 、 対応言語の拡充など によ り 、 多様

化する 相談に応じ 外国人の地域での生活を 支援する 必要があり ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※LGBTQ 

 性的マイ ノ リ ティ 全般を表す表現で、 レ ズビアン（ L）、 ゲイ (G)、 バイ セク シュ アル(B)、 ト ラ ン ス ジェ ンダー(T)、 ク エス チョ

ニング/ク ィ ア(Q)を総称する 言葉。  
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図６  LGBTQ と いう 言葉の理解度（ 経年変化）  

出典： 令和６ 年度沼津市男女共同参画に関する 市民アンケート 結果報告書 
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出典： 住民基本台帳 
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■具体的施策 

（ ４ ） 多様な性のあり 方の理解増進と 環境整備 

性の多様性についての理解・ 尊重のための学習機会の提供や啓発を 実施し ま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

10 

性的マイ ノ リ テ ィ の相

談体制づく り と 性の多

様性の学習機会の提供 

性的マイ ノ リ ティ に対する ス ム ーズな相談対応の

体制づく り を 行う と と も に、 あら ゆる 世代に多様

な性のあり 方を 尊重する 学習機会を 提供する 。  

地域自治課 

11 

性教育・ 性の尊重と 支

援体制の確立（ 教育の

場）  

小中学校における 性教育・ 性の尊重にかかる 教材

を 整備する と と も に、各学校で、児童・ 生徒に対し

て包括的性教育を 行い、 性に対する 支援体制の確

立を 図る 。  

学校教育課 

 

 

（ ５ ） 国際交流等を 通じ た多様な価値観への理解促進 

多様な文化や価値観の違いを 理解し 、 すべての市民が共生でき る 社会基盤を 整備し ま す。 

番号 項 目 内 容 所管課 

12 

青少年健全育成事業の

実施によ る 児童・ 生徒

の教育支援 

青少年健全育成事業を 実施し 、 青少年が男女共同

参画を 取り 上げる 機会を 提供する 。  
生涯学習課 

13 
「 国際交流フ ェ ア 」 の

実施 

在住外国人と 市民と の交流事業「 国際交流フ ェ ア」

の実施によ り 、国際理解・ 異文化交流を 深める と と

も に、 国際的視野で男女共同参画についての理解

を 深める 。  

地域自治課 

14 
外国人住民の相談窓口

の拡充 

外国人住民相談窓口の対応言語の拡充によ り 、 多

様化する 相談に応じ る と と も に、 日本の各種制度

や生活情報など の情報提供を拡充さ せる 。ま た、日

本語習得のための講座開催など によ り 在住外国人

の地域での生活を 支援する 。  

地域自治課 
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施策の方向性３  ジェ ンダーに基づく あら ゆる 暴力の根絶 
 
◆現状と 課題 

ド メ ス ティ ッ ク ・ バイ オレ ン ス（ Ｄ Ｖ ） やセク シャ ル・ ハラ ス メ ン ト （ セク ハラ ）、 マタ

ニティ ・ ハラ ス メ ン ト （ マタ ハラ ） 等の女性等に対する あら ゆる 暴力は、犯罪と なる 行為を

も 含む重大な人権侵害であり 、 男女共同参画社会の形成や女性活躍の推進を 阻む大き な要

因と なっていま す。  

相談件数は減少傾向にあり ま すが、 過去 1 年のハラ ス メ ン ト 経験は増加し ており 、 支配

やコ ン ト ロ ールと いう DV の本質は変わら ない一方で、 夫婦、 恋人、 子ど も 、 男性など の

DV の対象、 家庭、 職場、 介護現場など の DV が発生する 場所、 身体的、 心理的、 性的、 経

済的など の形態及び SNS を 利用し た手段など、 DV の内容は多様化・ 複雑化し ていま す。  

  女性等に対する 暴力の根絶のためには、 Ｄ Ｖ は人権侵害である こ と や、 暴力の意味や種

類を 一人ひと り が正し く 理解し 、 暴力の未然防止と Ｄ Ｖ を 許さ ない社会意識の醸成が必要

です。 併せて、 関係機関が緊密に連携し 被害者が安心し て相談でき る 体制づく り や、 被害

者の相談、 保護、 自立に向けた支援を 行う と と も に、 再発や深刻化を 防ぐ 支援を行う 必要

があり ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

※ド メ ス ティ ッ ク ・ バイ オレ ンス （ DV）  

 配偶者・ パート ナーから の身体的・ 精神的・ 性的な暴力のこ と 。 単に殴る 蹴る 等の身体的な暴力だけでなく 、 威嚇・ 無視・ 行

動の制限など 、 心理的な苦痛を与える こ と も 含ま れる 。  

※セク シャ ル・ ハラ ス メ ント （ セク ハラ ）  

 職場など において性的な言動によ っ て相手に不快感や屈辱感を与え、 就業環境を悪化さ せる 行為 

※マタ ニティ ・ ハラ ス メ ント （ マタ ハラ ）  

 妊娠・ 出産・ 育児など を理由と し て、 職場で不当な扱いや嫌がら せを受ける こ と 。  
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図８  市窓口における DV の相談件数 

出典： 社会福祉課 

図９  過去１ 年間にハラ ス メ ン ト を 受けた（ 経年変化）  

出典： 令和６ 年度沼津市男女共同参画に関する 市民アンケート 結果報告書 
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■具体的施策 

（ ６ ） ジェ ン ダーに基づく あら ゆる 暴力の根絶に向けた啓発・ 防止対策の推進 

セク ハラ ・ マタ ハラ ・ DV・ 性犯罪等の女性等へのあら ゆる 暴力の根絶に向けた防止対

策の充実を 図り ま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

15 
女性への暴力防止啓発

や防止情報の発信 

セク ハラ ・ マタ ハラ ・ DV・ 性犯罪等の女性等への

暴力防止に向け た 啓発や防止関連情報を 発信す

る 。  

社会福祉課 

16 
ハラ ス メ ント の防止 

（ 市役所）  

市役所における ハラ ス メ ン ト の現状を 把握し 、 相

談体制の充実と ハラ ス メ ン ト の防止に向けた取組

を 行う 。  

人事課 

17 
ハラ ス メ ント の防止 

（ 教育の場）  

教育の場でのハラ ス メ ン ト の把握を 行い、 防止に

関する 啓発を 行う と と も に、相談体制を 充実する 。 
学校教育課 

 

（ ７ ） 被害者への相談体制の充実と 安全保護・ 自立支援 

セク ハラ ・ マタ ハラ ・ DV・ 性犯罪等の女性等へのあら ゆる 暴力に関わる 相談体制の充

実と 被害者保護や自立支援を 実施し ま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

18 人権相談の実施 

男女差別など によ る 人権侵害について悩みを 抱え

る 被害者に対し 、関係機関と 連携し 、問題解決に向

けた適切な相談窓口の案内、 助言など 必要な支援

を 行っ ていく 。  

生活安心課 

19 
DV 被害者等の相談体

制の充実 

DV 被害者の早期発見・ 相談体制づく り と 相談員の

ス キル向上を 図る 。 (性的マイ ノ リ ティ ・ 性犯罪の

相談を 含む）  

社会福祉課 

20 
DV 被害者の安全な 保

護 

DV 被害者の保護と 安全な 避難を 支援する と と も

に、関係機関と の連携を 図り 、被害者の自立に向け

た生活支援(含、 子ど も の支援） と 二次被害を起こ

さ ないよ う 支援体制を 強化する 。  

社会福祉課 

21 
DV 等の被害患者への

適切な対応 

Ｄ Ｖ 等の被害を 受けている と 思われる 患者に対し

て、院内チームで協議し 、関係機関と 連携し ながら

対応する 。  

医事課 

22 
児童虐待に関する 相談

体制の充実と 連携強化 

児童の面前での DV 等が児童虐待である こ と を 周

知・ 啓発する こ と で、 市民の正し い理解につなげ、

発生予防と 早期発見を 図る 。 児童への被害が発生

し た家庭へは、 直接指導及び必要に応じ た支援を

実施する 。  

こ ど も 家庭 

センタ ー 
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施策の方向性４  生涯にわたる 健康づく り と 安全・ 安心で豊かな暮ら し に向けた支援 
 

◆現状と 課題 

男女が互いの身体的性差を 理解し 、生涯にわたり 心身と も に健康的な生活を 送る こ と は、

男女共同参画社会の形成の前提と なる も のです。  

セク シュ アル・ リ プロ ダク ティ ブ・ ヘルス ／ラ イ ツ ※（ 性と 生殖に関する 健康と 権利） の

視点から 、 妊娠・ 出産を自身で決定し ていく こ と が重要と さ れていま す。  

ま た、 女性はラ イ フ ス テージご と に性や生殖に関わる 様々な問題に直面し ま す。 女性自

身への支援はも ちろ んですが、 女性の就業率が高い現状を 踏ま える と 、 健康経営の観点か

ら 職場に対する 支援が必要です。  

女性が直面する 生活困難は、 年齢や状況によ り 多様化・ 複合化し ており 、 高齢女性の貧

困率や非正規雇用、 単身世帯、 ひと り 親世帯の増加が深刻な課題と なっ ていま す。 こ れら

の困難は、 不安定な雇用や収入格差、 社会的孤立を 招き 、 障がいや家族構成など の要因が

絡み合う こ と でさ ら に複雑化し 、 貧困の問題が世代を 超えて連鎖する 可能性があり ま す。

若年層への支援や切れ目のない個別対応の自立支援を 通じ て、 次世代への貧困の連鎖を 断

ち切る こ と が重要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※セク シュ アル・ リ プロ ダク ティ ブ・ ヘルス ／ラ イ ツ （ 性と 生殖に関する 健康と 権利）  

 セク シュ アル・ リ プロ ダク ティ ブ・ ヘルス と は、 性と 生殖に関する 機能と 活動過程の全てにおいて、 身体的・ 精神的・ 社会的

に完全に良好な状態である こ と です。  

 セク シュ アル・ リ プロ ダク ティ ブ・ ラ イ ツ と は、 すべてのカッ プルと 個人が性と 生殖に関し て自己決定でき 、 そのために必要

な情報や手段など を得る こ と ができ る 権利です。  
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図 10 女性特有、 男性特有の病気の総患者数（ 年齢階級別・ 令和２ 年）  

出典： 男女共同参画白書 令和６ 年版 
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■具体的施策 

（ ８ ） 性差と ラ イ フ ス テージに応じ た健康づく り の取組推進 

男女が生涯を 通じ 、 健康に生活でき る ための支援を 充実し 、 ニーズを 捉えた施策を 進

めま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

23 

性教育・ 性の尊重と 支

援体制の確立（ 教育の

場 

性に関する 正し い知識、ジェ ンダー、人権、多様性

など についての考え方を 伝える 包括的性教育を 実

施する と と も に、 将来の妊娠に向けて自分たちの

健康に向き 合う プレ コ ン セプショ ン ケ ア ※の重要

性を 啓発する 。  

健康づく り 課 

24 
性差に配慮し た 健診事

業の実施 

婦人がん検診会場（ 子宮頸がん・ 乳がん） に託児サ

ービ ス を 設置し 、 子育て中の親が安心し て検診を

受けら れる 環境を 整備する 。  

健康づく り 課 

25 健康経営の推進 

健康経営の視点を 取り 入れ、 従業員の健康づく り

に取り 組む市内事業所等に対し 、「 生活習慣病予

防」 や「 こ こ ろの健康」「 性差やラ イ フ ス テージに

応じ た女性特有の健康課題」 に関する 正し い知識

の普及・ 啓発を 行い、 併せて健康相談等を 実施す

る 。  

健康づく り 課 

26 
性差に配慮し た 各種ス

ポーツ 教室の開催 

身体的差異など の性差に配慮し 、市民の健康・ 体力

づく り 活動のための各種ス ポーツ 教室等を 開催す

る 。  

ウ ィ ズ 

ス ポーツ 課 

27 
学習機会の提供によ る

生き がいづく り  

市民の生き がいづく り に繋がる 学習機会など を 通

じ て、年齢や性別に関係なく 、誰も が学ぶ楽し さ や

仲間づく り の喜びを実感でき る 環境を 整える 。  

生涯学習課 

28 
高齢者に対する 生活や

活動支援 

高齢者が安心し て社会生活を 送る ための生活サポ

ート や職業支援及び高齢者が気軽に参加でき る イ

ベン ト の開催、 老人ク ラ ブやシルバー人材セン タ

ー等の活動支援など を 行う 。  

長 寿福祉課 

29 魅力のある 職場づく り  

職場における 健康・ 環境整備等を 通じ ジェ ンダー・

ギャ ッ プ解消を 推進し 、「 女性が働き やすく 働き が

いある ま ち」 を 目指す。  

地域自治課 

30 労務制度の情報提供 

雇用施策、 労働環境整備など に係る 法改正等の内

容の情報提供やセミ ナーの開催等を 通じ て、 働き

やすい職場環境の構築に向け、 周知を 図っていく 。 

商工振興課 

 

※プレ コ ンセプショ ンケア 

 男女と も に性や妊娠に関する 正し い知識を身につけ、将来のラ イ フ プラ ンを 考えて、日々の生活や健康に向き 合う こ と 。妊娠・

出産を 望む人たちだけでなく 、 すべての人にと って、 性や妊娠・ 出産について科学的に正し い知識を持っておく こ と は、 自分

やパート ナーを 守る ためにも 必要なこ と と さ れていま す。  
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（ ９ ） 生活困窮等の困難な問題を 抱える 人への支援 

多様化する 生活困窮等に対し 、 切れ目のないサポート を 実施し ま す。  

 

番号 項 目 内 容 所管課 

31 
DV 被害者や生活困窮

の世帯への学習支援 

「 貧困の連鎖」 を 防止する ため、生活困窮世帯に属

する 子ど も への学習支援を 行う 。  
社会福祉課 

32 

障がいのあ る 人の人権

理解と 相談体制・ 生活

支援 

障がいのある 人の人権を 理解し 、 社会参加に対す

る 市民のサポート 意識の啓発を 行う 。  
障がい福祉課 

障がいのある 人の自立し た生活への支援及び相談

体制を 整える 。  

33 
生活困窮者に対する 自

立支援 

生活に困窮する 高齢者や障がい者に対し て社会的

自立に向けた支援を行う 。  
社会福祉課 

34 
ひと り 親家庭（ 母子・ 父

子家庭） への支援 

関係機関と 連携し 、 ひと り 親専用相談窓口によ る

情報提供や相談機能の充実を 図る と と も に、 職業

資格取得のための各種給付金の積極的な活用を 図

り 、 ひと り 親家庭の自立を 促進する 。  

こ ど も 未来 

創造課 

35 

教育相談推進事業によ

る 児童生徒及び保護者

の支援 

教育相談推進事業において、 悩みを 抱える 児童生

徒に対し て、 家族を 含めた問題状況の把握に努め

る と と も に、 性別に関わら ず固有の問題に的確に

対応する ため、 相談員の資質向上に努める 。  

青少年教育 

センタ ー 

36 
生 理 の 貧 困 へ の 支 援

（ 児童・ 生徒）  

安心し て学校生活を 送る こ と ができ る よ う 、 市内

全公立小・ 中学校に生理用品を 設置する 。  
学校施設課 

 

 

 

（ 10） ジェ ン ダー平等の実現に向けた地域環境整備 

誰も が暮ら し やすいま ちを 目指し 様々な主体の意見を反映し た環境整備を行いま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

37 
「 中心市街地のま ち づ

く り 」 の推進 

男女共同参画によ る 中心市街地のま ちづく り を 推

進し 、交流人口の増加、定住人口の確保、及び協働

のま ちづく り への意識醸成を 図る と と も に、 ヒ ト

中心のま ちづく り を展開する 。  

ま ちづく り  

政策課 

38 
地域住民等と 連携し た

公園整備 

様々な世代から の要望によ る 公園の利活用、 ま た

地域住民や民間事業者と の協議に基づく 公園整備

を 図る 。  

緑地公園課 
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施策の方向性５  ワ ーク ・ ラ イ フ・ バラ ンス 実現の推進 
 
◆現状と 課題 

少子高齢化の進行や個人の価値観が多様化する 中、 ワ ーク ・ ラ イ フ ・ バラ ン ス の実現は

誰も が充実し た生活を 送る こ と ができ る 社会づく り を 推進する 上で非常に重要な要素と な

っ ていま す。  

女性が職業を 持つこ と について、 令和６ 年度に実施し た市民アン ケート によ る と 「 こ ど

も ができ ても 、 ずっ と 職業を 続ける ほう がよ い」 と いう 回答が過半数を 超え、 女性がキ ャ

リ アを 継続する こ と への理解は年々大き く なっ ていま す。 一方で、 家庭において「 １ 日の

家事・ 育児・ 介護時間」 は男女間で大き な格差があり ま す。  

ワ ーク ・ ラ イ フ ・ バラ ン ス 推進のためには、 労働慣行の見直し や個別の事情等に応じ た

柔軟な働き 方を 推進する と と も に、 ジェ ン ダー・ ギャ ッ プを 解消し 女性にと っ て魅力的な

職場環境づく り を 支援する と と も に、 家庭における 男性の参画促進と 多様なニーズに応じ

た子育て・ 介護支援を推進し ま す。  

家庭と 職場での男女共同参画がも たら す好循環な作用について広く 啓発し 、 企業と 個人

の意識の変革を促し ていく こ と が必要です。  
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図 11 女性が職業を 持つこ と をど う 思う か（ 経年変化）  

出典： 令和６ 年度沼津市男女共同参画に関する 市民アンケート 結果報告書 
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表１  保育所等・ 放課後児童ク ラ ブの待機児童数 
  

 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

保育所等 0 0 0 0 

放課後児童ク ラ ブ 0 0 2 12 

 

  

出典： 令和６ 年度沼津市男女共同参画に関する 市民アンケート 結果報告書 

[人] 

出典： こ ども 未来創造課 

男性 女性

R6 1.6 4.6

R1 1.2 4.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

時
間

図 12 １ 日の家事・ 育児・ 介護時間（ 経年変化）  
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■具体的施策 

（ 11） すべての人が働き やすく 働き がいある 職場環境づく り の取組推進 

行政と 企業等の連携によ り 、 誰も が個々の能力を 発揮する こ と ができ る よ う 働き 方改

革を 推進し ま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

39 

(29) 

（ 再掲）  

魅力のある 職場づく り  

職場における 健康・ 環境整備等を 通じ ジェ ンダ

ー・ ギャ ッ プ解消を推進し 、「 女性が働き やすく

働き がいある ま ち」 を 目指す。  

地域自治課 

40 

(30) 

（ 再掲）  

労務制度の情報提供 

雇用施策、 労働環境整備など に係る 法改正等の内

容の情報提供やセミ ナーの開催等を 通じ て、 働き

やすい職場環境の構築に向け、 周知を 図っていく 。 

商工振興課 

41 

(25) 

（ 再掲）  

健康経営の推進 

健康経営の視点を 取り 入れ、 従業員の健康づく り

に取り 組む市内事業所等に対し 、「 生活習慣病予

防」 や「 こ こ ろの健康」「 性差やラ イ フ ス テージに

応じ た女性特有の健康課題」 に関する 正し い知識

の普及・ 啓発を 行い、 併せて健康相談等を 実施す

る 。  

健康づく り 課 

42 
沼津市男女共同参画推

進事業所の認定拡大 

男女共同参画に積極的に取り 組む事業所の認定の

拡大を 図る 。ま た、認定事業所相互の意見交換等の

情報を 発信し 、働き 方改革や女性活躍を 推進する 。 

地域自治課 

43 
農業におけ る 家族経営

協定の締結促進 

魅力ある 農業経営を 実現する ために、 家族間の就

業条件や経営の役割分担など の取り 決めを 行う 家

族経営協定締結の促進を 図る 。  

農林農地課 

44 
男性の働き 方と 職場風

土の改革（ 就労の場）  

働き 方改革に関する 企画や研修を 開催する と と も

に、ワ ーク・ ラ イ フ・ バラ ン ス 実現への取り 組みを

促す情報提供を 行う 。  

地域自治課 

45 
男性の働き 方と 職場風

土の改革（ 市役所）  

ワ ーク・ ラ イ フ・ バラ ンス の実現や働き 方改革の推

進のため、 長 時間労働の是正や各種休暇等の積極

的取得を 推進する 。  

人事課 

46 
男性の働き 方と 職場風

土の改革（ 教育の場）  

教職員の校務分掌や勤務に関し て、 個々の強みを

生かし て学校運営に携わる こ と 、 時間外勤務の縮

減に向けた取組のある 組織を構築する 。  

学校教育課 

47 

情報化によ る 市民サー

ビ ス 向上と 行政経営の

効率化 

沼津市Ｄ Ｘ 推進計画に基づき 、 デジタ ル技術を 最

大限に活用し 、 市民サービ ス を 向上さ せる と と も

に、 効率的で持続可能な行政運営を 実現する 。  

デジタ ル 

戦略課 
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（ 12） 家庭における 男性参画の促進 

男性の家事・ 育児など への参画を促し 、 家庭から 始める ジェ ン ダー平等を 目指し ま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

48 
妊娠・ 出産に関する 支

援 

夫婦で協力し ながら 子育てができ る よ う 、 育児実

習や妊婦体験等を 通し て男性の育児・ 家事への参

画意識を 高める 。 ま た、 グ ループワ ーク 等によ り 、

夫婦（ 男女）の認識を 共有し 、親と なる 意識を 養う 。 

健康づく り 課 

49 地産地消と 食育の推進 

男性も 参加し やすい食育講座や調理実習を 開催

し 、家庭内における 家事（ 食事作り など ） への積極

的な関与を促す。  

健康づく り 課 

50 
ケ ア ワ ーク での男性活

躍 

男性の家事・ 育児と いっ たケアワ ーク への参画を

促すためのセミ ナーの開催や情報提供を 通じ て、

家庭における 男性参画の促進を 図る 。  

地域自治課 

51 
男性の育児への主体的

参画の促進 

子育て支援セン タ ーにおいて、 男性の育児等への

参加に関し 、 き っ かけづく り の場を 提供する 。  

こ ど も 未来 

創造課 

子ど も が父親や祖父と 一緒に本に親し み、 図書館

を 利用する 機会を 増やすと と も に、 男性が育児参

加し やすい環境づく り につなげる 。  

市立図書館 

 

（ 13） 働き ながら 子育て・ 介護に携わる 人への支援 

多様なニーズに応じ た子育て・ 介護等に係る 支援を 実施し 、 仕事と 両立し やすい環境

を 整備し ま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

52 
子育て期に安心し て 働

ける 環境整備 

保育所の整備等と 相互補完のも と 延長 保育、 一時

預かり 等、地域子ど も・ 子育て支援事業の充実を 図

る 。  こ ど も 未来 

創造課 放課後児童対策パッ ケージに基づき 、 全ての就学

児童が放課後に安全・ 安心に過ご すこ と ができ る

よ う 事業を推進する 。  

53 
院内保育所「 き ら ら 」 の

運営 

院内保育所「 き ら ら 」 の運営を 行う こ と によ り 、職

員が安心し て働き 続ける 環境を 提供する 。  
病院管理課 

54 
介護知識等の学習機会

の提供 

認知症や介護に関心があり 、現在、認知症等の高齢

者を 介護する 市民に対し 、 男女の区別なく 家族ぐ

る みで、 認知症や介護の知識等に関する 学習機会

を 提供する 。  

長 寿福祉課 

55 
介護支援体制と 相談体

制の充実 

地域包括支援セン タ ーの活用等によ り 、 地域での

介護支援体制と 相談体制の充実を 図る 。  
長 寿福祉課 

56 

移住希望者に対する 求

人情報や就職支援、 子

育て情報等の提供 

若い世代（ 29 歳以下） を タ ーゲッ ト 層と し た情報

発信や移住定住施策を 行い、 タ ーゲッ ト 層の移住

相談件数の増加を 図る 。  

ぬま づプロ モ

ーショ ン 課 
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施策の方向性６  職場における 女性活躍の推進 
 

◆現状と 課題 

  職場における 女性活躍の推進は、 ジェ ン ダー平等の観点はも ちろ ん、 企業の生産性向上

や人材確保、 イ ノ ベーショ ン 創出に直結する も のです。 し かし 、 女性の正規雇用率は、 20

代を ピ ーク に年代が上がる ほど 低く なる L 字カーブが見ら れ、 職場における 女性活躍は十

分と は言えま せん。  

男女雇用機会の均等を 出発点と し て採用・ 配置・ 評価・ 昇進の各段階の公平化を 進める

と と も に、 キャ リ ア形成を 支える ス キルアッ プ研修やロ ールモデル※発信の実施、 女性の管

理職登用を 通じ 、 よ り 女性が力を発揮でき る 基盤の整備が必要です。  

  ま た、 再就職や起業に必要な知識・ 技術の習得にかかる 情報や学習機会を 提供し 、 女性

の希望に応じ た働き 方や再就職を支援し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

※ロ ールモデル 

 考え方や行動、 キャ リ ア形成において、 自身が「 こ う なり たい」 と 目指す模範と なる 人物。  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

男性

女性

図 13 沼津市における 正規雇用者の割合（ 令和２ 年度）  

出典： 総務省 令和２ 年度国勢調査結果から 地域自治課独自作成  
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■具体的施策 

（ 14） 女性の能力発揮のための支援と 管理職への積極的登用の推進 

市役所・ 教育の場における 管理職等への女性職員の登用を 進める と と も に企業等にお

ける 管理職等への女性の積極登用に向け、 学習・ 研修情報や制度情報を 提供し ま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

57 

女性の積極的登用のた

めの学習・ 研修情報の

提供 

女性の管理職への登用で得ら れる 、 新し い価値の

創造、女性労働者のモチベーショ ンアッ プ、企業イ

メ ージの向上など 多く のメ リ ッ ト を 企業・ 各種団

体等が活かせる よ う 啓発する 。  

地域自治課 

58 
公共調達を 通じ た女性

活躍の推進 

女性の職業生活における 活躍を 推進し ている 企業

を 評価し 、 優遇する 。  
契約検査課 

59 
女性職員の管理職への

登用促進（ 市役所）  

女性職員のモチベーショ ン の向上及び視野の拡大

等を 図る ため研修への参加を 進める と と も に、 女

性職員に実施し たアンケ ート 結果から 、 女性の管

理職登用の弊害と なっ ている 要因を 探り 、 積極的

登用を 推進する 。  

人事課 

60 
選挙開票事務におけ る

男女平等（ 市役所）  
選挙開票事務への女性職員の参画を 推進する 。  

選挙管理 

委員会事務局 

61 
女性職員の管理職への

登用促進（ 教育の場）  

女性管理職候補者を 積極的に育成し 、 登用割合の

増加につながる 取組を 行う 。  
学校教育課 

62 
水産業における 男女共

同参画の情報発信 

漁協の女性職員等に対し 、 水産業における 男女共

同参画に関する 情報提供を 行う 。  

ま た、 市民（ 特に若い世代） に対し 、 水産業におけ

る 女性活躍事例を 伝える 。  

水産海浜課 

63 
水産業における 女性参

画の支援 

女性漁業関係者が主体的に取り 組む水産関連施設

に係る PR 支援や催事等における 魚食普及活動の

支援を 行う 。  

水産海浜課 

64 
女性農業者に対する 支

援 

女性の地域農業に対する 考え方を 農業施策に反映

する 。  
農林農地課 

65 
女性技術職員の積極採

用 

技術職の女性を 増やすこ と で多様性を 促進し 、 平

等な 機会を 提供する こ と で社会的公平性を 実現

し 、 持続可能な発展に寄与する 。  

建設デザイ ン

政策課 
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（ 15） 女性の就労・ 起業支援 

女性が社会においてよ り 活躍する ためモチベーショ ン アッ プやエン パワ ーメ ン ト 支援

を 行いま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

66 
合同就職面接会等の開

催によ る 就労支援 

沼津し ご と 応援サイ ト 「 ぬま job」 の運営、 合同就

職面接会の開催及び関係機関と の連携等によ り 、

企業と 求職者のマッ チングの促進を 図る 。  

商工振興課 

67 
女性起業者等に対する

情報提供・ 支援 

ぬま づビ ジネス サポート 連絡会を 組織し 、 女性起

業者や新規起業創業者に対する 課題解決・ 事業継

続に向けた情報提供・ 支援を行う 。  

商工振興課 

68 

(56) 

（ 再掲）  

移住希望者に対する 求

人情報や就職支援、 子

育て情報等の提供 

若い世代（ 29 歳以下） を タ ーゲッ ト 層と し た情報

発信や移住定住施策を 行い、 タ ーゲッ ト 層の移住

相談件数の増加を 図る 。  

ぬま づプロ モ

ーショ ン 課 
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施策の方向性７  政策・ 方針決定過程への女性の参画拡大 
 
◆現状と 課題 

  男女がと も に責任を 分かち合い男女共同参画社会を実現する ためには、 社会のあら ゆる

分野の政策・ 方針決定過程において女性の参画拡大を 進め、 多様な意見を 公平・ 公正に反

映さ せていく 必要があり ま す。  

こ れま で、本市は「 沼津市附属機関及び懇話会の運営に関する 指針」 において、 市審議会

等への女性委員の登用率の目標値を 35％と 定め、 登用の促進に努めてき ま し たが、 令和７

年４ 月１ 日現在、 29.9％と 目標であっ た 35% に近づく 進捗は見ら れる も のの、 更なる 働き

かけが必要な状況です。  

引き 続き 、 政策・ 方針決定過程への重要な担い手と し ての女性の役割を 再認識し 、 女性

活躍の機会を 広げ、 能力を 伸ばすキャ リ ア教育の取組を 行う と と も に、 政治分野や就労の

場における 女性のリ ーダーシッ プの発揮や意思決定への参画拡大を はじ め、 あら ゆる 分野

における 女性の登用につなげていく 必要があり ま す。 ま た、 女性の登用が能力や実績で選

ばれる こ と によ り 、 自身の自己実現を 図り つつ、 キャ リ ア形成の指標と なる ロ ールモデル

が増えていく こ と が期待さ れていま す。  

 

 
 審議会等数 う ち女性有 委員数 う ち女性数 登用率 

総務部 8 7 58 13 22.4%  

政策推進部 4 4 40 15 37.5%  

財務部 2 1 11 3 27.3%  

市民福祉部 28 27 385 135 35.1%  

産業振興部 9 6 75 17 22.7%  

生活環境部 3 2 26 10 38.5%  

都市計画部 13 9 145 33 22.8%  

沼津駅周辺整備部 2 1 20 2 10.0%  

建設部 3 2 26 4 15.4%  

水道部 1 1 15 5 33.3%  

市立病院事務局 1 0 3 0 0.0%  

危機管理課 2 2 77 8 10.4%  

教育委員会事務局 47 42 445 148 33.3%  

市全体 122 102 1,320 395 29.9%  

県内市町平均(R6) - - - - 30.0%  

国(R6) - - - - 42.0%  

 

 

 

 

表２  市審議会等の女性登用率（ 令和７ 年４ 月１ 日時点）  

出典： 地域自治課（ 政策推進部） 
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■具体的施策 

（ 16） 市の審議会等への女性の積極的登用 

政策・ 方針決定の場での男女の意見が均等に反映さ れる よ う 、 市審議会等への女性の

積極的登用を 進めま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

69 
市の審議会等への女性

の登用促進 

市審議会等への女性の参画拡大のため、「 沼津市附

属機関及び懇話会の運営に関する 指針」 に則り 、各

課への指導及び周知を 行う 。（ 目標： 女性委員登用

率 35％）  

地域自治課 

 

（ 17） 女性リ ーダーを 養成する 施策の充実 

政策・ 方針決定の場への女性の参画拡大を 図る ため人材育成や意識改革の取り 組みを

進めま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

70 

政策・ 方針決定の場に

参画する 女性の人材育

成 

政治分野における 女性参画促進の普及啓発を 実施

し 、 政策・ 方針決定の場へ参画でき る 人材を 育て

る 。  

地域自治課 

71 

「 地域リ ーダー養成講

座」 など への女性の参

画支援 

「 地域リ ーダー養成講座」 など への女性の参加を

促進し 、 自治会や地域コ ミ ュ ニティ における 女性

の積極的な参画を 支援する 。  

地域自治課 
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施策の方向性８  地域における 男女共同参画の推進 
 
◆現状と 課題 

地域において誰も が暮ら し やすいま ちづく り を 進める には、 そこ に住むあら ゆる 人々が

地域活動に参画し 地域づく り を 行う こ と が重要です。 ま た、 持続可能な地域活動のために

は、 女性を はじ めと し た多様な立場の人々の意見を 取り 入れながら 運営し ていく こ と が不

可欠です。  

本市における 自治会活動において実際の活動には女性の参加が多く 見ら れる も のの、 自

治会長 の女性登用率は 3.5％と 低い状況が続いていま す。依然と し て地域における 組織を 代

表する 立場や意思決定の場において、 女性の登用が十分である と はいえない状況です。  

ま た、 PTA 活動においても 女性が実務の中心的な役割を 担っ ていま すが、 PTA 会長 の女

性比率は令和 6 年度実績で 43.2% と なっていま す。 女性の就業率・ 共働き 世帯・ ひと り 親

家庭の増加を 踏ま え、 会議時間の見直し や活動の柔軟性確保等によ り 、 よ り 一層、 女性が

意思決定過程に参画し やすく なる こ と が求めら れていま す。  

  市民アン ケート 調査において、「 女性の意思決定を 推進する にはど う し たら いいか」 と い

う 問い対し 、 男女共に多かっ た考えは「 男性の抵抗感を なく すこ と 」、「 家族の理解があ る

こ と 」 であり 、 地域での女性活躍の啓発・ 実践・ 評価を 積み重ねていく こ と が重要です。  
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図 14 沼津市の自治会長 に占める 女性の割合 

出典： 地域自治課 
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図 15 沼津市の PTA 会長 に占める 女性の割合 

出典： 生涯学習課 
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（ 参考） 県内市町平均 2.4% （ 令和６ 年７ 月１ 日時点）  

 

（ 参考） 県内市町平均 21.6% （ 令和６ 年７ 月１ 日時点）  

 



 

- 37  - 

 

■具体的施策 

（ 18） 地域社会における 男女の対等な参画拡大に向けた支援 

性別に関わら ず誰も が住みやすい地域づく り を すすめる ために、 地域活動に参画する

ための支援を 実施し ま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

72 
「 地域づく り 講座」 の

開催 

「 地域づく り 講座」 を 開催し 、地域住民が地域活動

を 通し て、 主体的に男女共同参画に取り 組める よ

う 、 地域での環境づく り を 支援する 。  

地域自治課 

73 

自治会や地域コ ミ ュ ニ

ティ におけ る 多様な 意

見等の反映 

地域コ ミ ュ ニティ 自ら が取り 組む地域資源を 活か

し たま ちづく り 活動において、 企画運営への女性

の参画を 働き かけ、 多様な意見やアイ デア等の反

映を 促す。  

地域自治課 

74 Ｐ Ｔ Ａ の活動支援 

性別に関係なく 、多様な立場を 理解し 合い、様々な

意見が交わさ れる 会と なる よ う 、 沼津市 PTA 連絡

協議会の活動を 支援する 。  

生涯学習課 

 

（ 19） 市民団体等の活動支援・ 連携促進 

地域社会を 支え、 女性活躍の領域と なり う る NPO など と の連携を強化し 、 市民の参画

を 促すための情報発信など を 行いま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

75 
市民が行う 地域活性化

の取組支援 

性別関係なく 全ての者が地域参画を 可能と する た

め、 市民を はじ めと する 様々な主体の地域活性化

の取組を 支援する 。  

地域自治課 

76 
社会福祉協議会やボラ

ンティ ア団体と の連携 

市社会福祉協議会が実施する 地域福祉ワ ーク ショ

ッ プやボ ラ ン テ ィ ア の育成等に対する 支援を 通

じ 、地区社会福祉協議会や地域住民、事業者等、地

域福祉の推進に向けた多様な主体の参加や連携を

推進する 。  

福祉企画課 

 

（ 20） 男女共同参画の視点を も った防災対策の推進 

地域社会を 支える 多様な主体と の連携を 充実し 、 多様な視点のニーズを 的確にと ら え

た防災対策を 推進し ま す。  

番号 項 目 内 容 所管課 

77 
多様な視点を 取り 入れ

た防災対策の推進 
多様な視点を 取り 入れた防災体制づく り を 行う 。  危機管理課 

78 
女性消防団員の活動の

充実 
女性消防団員の活動の充実や、 入団を 促進する 。  危機管理課 

79 

災害時要援護者避難支

援計画の周知及び要援

護者への支援 

災害時要援護者避難支援計画に基づき 、 有事の際

に活用する だけでなく 、 平常時の避難訓練や声掛

け・ 見守り 等に活用する ため、地域において避難行

動要支援者名簿（ 同意者名簿） を 作成する 。  

福祉企画課 


